
規 
 

則 

 

学
校
職
員
の
日
直
手
当
及
び
宿
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号 

学
校
職
員
の
日
直
手
当
及
び
宿
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
日
直
手
当
及
び
宿
直
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
、
「
二
千
二
百
円
」
を
「
二
千
三

百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
、
「
三
千
七
百

円
」
を
「
三
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
学
校
職
員
の
日
直
手
当
及
び
宿
直
手
当
に

関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

9b5adb464127e98b4fc70b29a7fc601e


		Motohiro Ohno
	2025-12-22T17:30:32+0900
	日本
	2025-12-22 17:30:19 +09:00 JSTに承認しました


	



